
＊各金額については、1単位＝10.14円で計算しています。

＊各加算は予定であるため、職員体制の状況により金額が変更になる場合がございます。

①サービス提供体制強化加算Ⅱ ②夜勤職員配置加算Ⅱロ ③看護体制加算Ⅰロ ④看護体制加算Ⅱロ ⑤個別機能訓練加算Ⅰ ⑥口腔衛生管理加算Ⅱ ⑦科学的介護推進体制加算Ⅱ

⑧協力医療機関連携加算　⑨高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ　⑩※配置医師緊急時対応加算(時間外)　⑪※（早朝・夜間）　⑫※（深夜）

介護度 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 居住費 食費 合計（円/日） 日用品費 立替金出納管理費 処遇改善加算 合計額
1 680 （円/日） 4,535 3,215 148,338
2 751 （円/日） 4,606 3,523 150,847
3 827 （円/日） 19 19 4 9 13 112 51 102 11 330 660 1,319 2,100 1,700 4,682 3,000 1,350 3,853 153,534
4 899 （円/日） 4,754 4,165 156,078
5 969 （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/月） （円/月） （円/月） （円/月） （円/回） （円/回） （円/回） （円/日） （円/日） 4,824 （円/月） （円/月） 4,469 158,551

（第３段階②）

介護度 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 居住費 食費 合計（円/日） 日用品費 立替金出納管理費 処遇改善 合計額
1 680 （円/日） 3,465 3,215 115,168
2 751 （円/日） 3,536 3,523 117,677
3 827 （円/日） 19 19 4 9 13 112 51 102 11 330 660 1,319 1,370 1,360 3,612 3,000 1,350 3,853 120,364
4 899 （円/日） 3,684 4,165 122,908
5 969 （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/月） （円/月） （円/月） （円/月） （円/回） （円/回） （円/回） （円/日） （円/日） 3,754 （円/月） （円/月） 4,469 125,381

（第３段階①）

介護度 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 居住費 食費 合計（円/日） 日用品費 立替金出納管理費 処遇改善 合計額
1 680 （円/日） 2,755 3,215 93,158
2 751 （円/日） 2,826 3,523 95,667
3 827 （円/日） 19 19 4 9 13 112 51 102 11 330 660 1,319 1,370 650 2,902 3,000 1,350 3,853 98,354
4 899 （円/日） 2,974 4,165 100,898
5 969 （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/月） （円/月） （円/月） （円/月） （円/回） （円/回） （円/回） （円/日） （円/日） 3,044 （円/月） （円/月） 4,469 103,371

（第２段階）

介護度 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 居住費 食費 合計（円/日） 日用品費 立替金出納管理費 処遇改善 合計額
1 680 （円/日） 2,005 3,215 69,908
2 751 （円/日） 2,076 3,523 72,417
3 827 （円/日） 19 19 4 9 13 112 51 102 11 330 660 1,319 880 390 2,152 3,000 1,350 3,853 75,104
4 899 （円/日） 2,224 4,165 77,648
5 969 （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/月） （円/月） （円/月） （円/月） （円/回） （円/回） （円/回） （円/日） （円/日） 2,294 （円/月） （円/月） 4,469 80,121

（第１段階）

介護度 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 居住費 食費 合計（円/日） 日用品費 立替金出納管理費 処遇改善 合計額
1 680 （円/日） 1,915 3,215 67,118
2 751 （円/日） 1,986 3,523 69,627
3 827 （円/日） 19 19 4 9 13 112 51 102 11 330 660 1,319 880 300 2,062 3,000 1,350 3,853 72,314
4 899 （円/日） 2,134 4,165 74,858
5 969 （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/月） （円/月） （円/月） （円/月） （円/回） （円/回） （円/回） （円/日） （円/日） 2,204 （円/月） （円/月） 4,469 77,331

施設ｻｰﾋﾞｽ費

　特別養護老人ホーム熊谷めぬまの郷　料金案内

ユニット型個室

１割負担 令和6年11月改正

施設ｻｰﾋﾞｽ費

施設ｻｰﾋﾞｽ費

施設ｻｰﾋﾞｽ費

施設ｻｰﾋﾞｽ費



＊各金額については、1単位＝10.14円で計算しています。

＊各加算は予定であるため、職員体制の状況により金額が変更になる場合がございます。

①サービス提供体制強化加算Ⅱ　②夜勤職員配置加算Ⅱロ　③看護体制加算Ⅰロ　④看護体制加算Ⅱロ　⑤個別機能訓練加算Ⅰ　⑥口腔衛生管理加算Ⅱ　⑦科学的介護推進体制加算Ⅱ

⑧協力医療機関連携加算　⑨高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ　⑩※配置医師緊急時対応加算(時間外)　⑪※（早朝・夜間）　⑫※（深夜）

介護度 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑪ 居住費 食費 合計（円/日） 日用品費 立替金出納管理費 処遇改善 合計額
1 2,038 （円/日） 5,997 9,643 200,706
2 2,251 （円/日） 6,210 10,567 208,231
3 2,480 （円/日） 55 55 12 25 37 335 153 305 31 989 1,978 3,955 2,100 1,700 6,439 3,000 1,350 11,557 216,294
4 2,696 （円/日） 6,655 12,495 223,927
5 2,905 （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/月） （円/月） （円/月） （円/月） （円/回） （円/回） （円/回） （円/日） （円/日） 6,864 （円/月） （円/月） 13,406 231,345

介護度 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑪ 居住費 食費 合計（円/日） 日用品費 立替金出納管理費 処遇改善 合計額
1 1,359 （円/日） 5,266 6,429 174,521
2 1,501 （円/日） 5,408 7,045 179,538
3 1,653 （円/日） 37 37 8 17 25 223 102 203 21 659 1,319 2,637 2,100 1,700 5,560 3,000 1,350 7,705 184,913
4 1,797 （円/日） 5,704 8,330 190,001
5 1,937 （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/日） （円/月） （円/月） （円/月） （円/月） （円/回） （円/回） （円/回） （円/日） （円/日） 5,844 （円/月） （円/月） 8,937 194,946

＊介護職員等処遇改善加算Ⅰについて
　　介護職員等処遇改善加算Ⅰ＝所定単位数×14.0％　となります。（上記金額に加算されます）
　　計算方法：介護報酬総単位数(施設サービス費+その月に算定される加算）×　０．１４　×　１０．１４　を１０割として、負担割合に応じる金額。
※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年介護報酬改定により、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み
　合わせた「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。（令和6年6月改正）

＊安全対策体制加算
　　新規入所された場合は、入所日に20単位が加算されます。

　※持ち込みをされた電化製品につきましては、翌月より電気代として1500円／月徴収させて頂きます。
　※日用品費として、入所された月より3000円／月を徴収させて頂きます。

　特別養護老人ホーム熊谷めぬまの郷　料金案内　

施設ｻｰﾋﾞｽ費

ユニット型個室

３割負担 令和6年11月改正

施設ｻｰﾋﾞｽ費

２割負担

　※立替金出納管理費として、入所された月より1350円／月を徴収させて頂きます。

＊地域区分（埼玉県熊谷市：７級地）による算定方法　１単位＝10.14円　での計算となっております。
　　処遇改善加算を含む介護保険での請求（７割、8割又は9割）とご利用者負担（３割、2割又は1割）の計算において、
　　端数処理計算（四捨五入）で最終的な合計金額（月額）に多少の誤差が生じる場合がございます。

＊外泊・入院の場合（外泊・入院時加算）
　　外泊・入院の場合は、月に６日間を限度とし、１日につき246単位が加算されます。また、外泊・入院中の居住費については負担割合や負担限度額に応じた費用が発生し、
　　７日目以降については、2100円／日（実費）をご負担頂きます。

＊上記以外にも個別に算定する加算がございます。各種加算及び個別に算定する加算の詳細につきましては、重要事項説明書を参照して下さい。
＊毎月の加算状況によって単位数が異なるため、合計金額は概算となります。ご了承ください。


